
令和６年 10 月 22 日 
第１回競技式典専門委員会 決定 

 

青の煌めきあおもり国スポ七戸町競技運営基本計画 

 

１ 目的 

第 80 回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」において七戸町で開催す

る競技会については、「青の煌めきあおもり国スポ七戸町開催推進総合計画」に基づ

き、全国から参加する選手が日頃の練習の成果を十分に発揮し、素晴らしい成績を収

められるような大会とするため、県、競技団体、関係機関等と連携し、効率的かつ円

滑に運営する。 

 

２ 内容 

（１）競技運営 

競技運営については、広範多岐にわたる業務を効率的かつ円滑に運営できるよ

う、幅広い町民参加を含む体制づくりを行う。 

  

（２）競技役員等※の養成及び編成 

ア 競技役員等の養成については、県及び競技団体と緊密な連携を図りながら、

必要な人員の確保に努める。 

イ  競技役員等の編成については、県及び競技団体と十分協議のうえ、適正な配

置を行う。 

 

（３）競技会場、練習会場の確保・整備 

競技会場、練習会場の確保・整備については、県、競技団体及び施設管理者

と十分協議のうえ、計画的かつ効率的に行う。 

 

（４）競技用具の整備 

競技用具の整備については、県、競技団体及び施設管理者と十分協議のう

え、現有するものをできる限り活用し、又は借用しながら、競技運営に支障の

ないよう計画的かつ効率的に行う。 

 

（５）競技記録の収集・速報 

競技記録の収集・速報については、県及び競技団体と十分協議のうえ、迅速

かつ正確に処理できる体制づくりを行う。 

 

〔用語解説〕 

※「競技役員等」とは、競技役員、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員をいう。 

  なお、「競技役員」とは、審判員（直接競技の審判に携わる者）と運営員（直接競

技会の運営に携わる者）をいい、「競技補助員」とは、競技役員の補助として、競

技会の運営に携わる者をいう。また、「競技会係員」とは、宿泊、輸送、歓迎、駐車

場等の競技会を支援する間接的な業務に携わるものをいい、「競技会補助員」とは、

競技会係員の業務の補助に携わる者をいう。 


